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【雇用保険の手続】雇用保険による給付等の概要

保険関係の成立と保険料の納付

労働者の生活や雇用の安定、就職の促進等のために雇用保険制度が設けられています。
保険給付等の概要と主な手続について、２回に分けて解説します。

労働者の加入要件

・ 労働保険（労災保険と雇用保険）の保険関係は、労働者を１人でも雇用すれば、その時点で成立します。

・ 保険関係が成立した場合の届出や保険料の納付については、第37回をご参照ください。

・ 雇用保険料は、事業主と労働者がそれぞれ負担します。労働者負担分については、賃金額に雇用保険料率（※）を
 乗じた額を事業主が賃金から毎月控除し、労働保険の年度更新の際にまとめて納付します。
（※）令和７年度の雇用保険料率はこちら

・ 以下の要件をいずれも満たす労働者は、国籍に関係なく、雇用保険の加入対象（被保険者）となります。

・ 加入要件に該当する労働者を雇い入れた場合や、退職した場合には、ハローワークでの手続（資格取得・資格喪
 失) が必要です。（第50回で解説予定）

① １週間の所定労働時間が20時間以上であること

（留意点）
学生は、夜間課程又は通信制課程の場合が加入対象となります。
昼間課程の学生は、週所定労働時間が20時間以上であっても、原則加入対象外です。

② 31日以上の雇用見込みがあること

（留意点）
具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実例がある場合

https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/no37-25091901.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf


求職者給付 就職促進給付

雇用保険の被保険者である労働者は、主に以下のような給付を受けることができます。

教育訓練給付 雇用継続給付

育児休業等給付

雇用契約期間の満了などにより離職
し、労働の意思・能力を有するにも
かかわらず、職業に就くことができ
ない状態の被保険者（失業の状態に
ある方）に対して、生活の安定を図
るため、一定の日数を限度に手当
（基本手当といいます）が支給され
ます。

基本手当を受給する方の早期の再就
職を促進することを目的として、基
本手当の給付日数を一定以上残した
状態で再就職した場合に手当（再就
職手当）が支給されます。

労働者の主体的な能力開発やキャリ
ア形成を支援し、雇用の安定と就職
の促進を図ることを目的として、厚
生労働大臣が指定する教育訓練を修
了した被保険者に、費用の一部が支
給されます。

職業生活の円滑な継続を援助・促進
することを目的として、60歳以上
65歳未満の被保険者の60歳以降の
賃金額が60歳時点に比べて75％未
満に低下した場合に、賃金の一定割
合相当額が支給されます。
また、介護休業を取得した被保険者
に対して、休業期間中、賃金の一定
割合相当額が支給されます。

子どもの年齢や養育の状況に応じて、
一定要件を満たす場合に各種給付金
が支給されます。
詳しくはこちらをご確認ください。

令和７年10月から、新たに「教育訓練休暇給
付金」が創設されました。
労働者が離職することなく教育訓練に専念す
るため、自発的に休暇を取得して仕事から離
れる場合に、基本手当に相当する給付として
賃金の一定割合相当額が支給されます。
詳しくはこちらをご参照ください。

上記のほか、雇用保険二事業による支援もあります

事業主負担の保険料は、①雇用安定事業（雇用調整助成金、特定求職者雇
用開発助成金等の各種助成金の支給など）、②能力開発事業（人材開発支
援助成金の支給や職業能力開発施設の設置・運営など）からなる「雇用保
険二事業」に活用されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html
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